
資料４ー２ー１
ＳＰＣを活用した資産の流動化

ＳＰＣが譲り受けた
資産の管理・運営は
外部に委託 証券市場

⑤ ⑥ 譲受資産からの収益等
投 資 家

⑦ 証券への利子・配
当、証券の償還

ＳＰＣ 売買
［資産流動化計画］

原 資 産 保 有 者 ④ 資産の譲受 流動化の 発行する ① 証券の発行 投 資 家
対象資産 有価証券

・指名金銭債権 ・指名金銭債権 ・優先出資証券
・不動産 ・不動産 ・社債券 売買
・上記資産の ・上記資産の ・ＣＰ

信託受益権 ③ 資産譲受代金 信託受益権 ② 証券の購入代金
投 資 家

・資産の流動化のみを業務内容とする
登 録 免 許 税 商法上の会社とは異なる法人

を1/2に ・組織・資本の面で簡素化（取締役１ ・証取法上のデｨｽ ｸ ﾛ ｰ ジｬ ｰ

不動産取得税 軽減 名以上、最低資本金 300万円） ・ｺ ｰ ポ ﾚ ｰ ﾄ ガ バ ﾅ ﾝ ｽ

・当局への登録が業務開始の要件

支払配当損金算入（法人税）



2 資料４ー２ー２
特定目的会社登録状況

平成１１年６月３０日現在 盤１

高輪アパートメント 染井野エス・シー マジェスティ・アセット・ファンデ オリコショップ センチュリー・アセット・ファンデ ネットワーク・キャピタル

会 社 名 特定目的会社 特定目的会社 ィング特定目的会社 特定目的会社 ィング特定目的会社 特定目的会社

特定資産の種類 不動産 信託受益権 指名金銭債権 指名金銭債権 信託受益権 信託受益権

（不動産） （指名金銭債権） （不動産）

森村産業咜

特定資産譲渡人 及び 東急不動産咜 ＮＴＴリース咜 咜オリエントコーポレーション センチュリー・リーシング・システ 咜住友銀行

（オリジネーター） 咜フォレスト・ヴィレッジ ム咜

特定資産の内容 賃貸マンション 大型店舗 リース料債権 割賦債権 リース料債権 銀行店舗（２０ケ店）

（イトーヨーカドー）

優先出資証券 優先出資証券 優先出資証券

発行証券 又は 及び 特定社債券 特定社債券 特定社債券 及び

優先出資証券及び 特定社債券 特定社債券

特定社債券

証券発行総額 ７０億円 ９０億円 ５００億円 ７００億円 ２００億円 ４４０億円

（上限）

第一勧業富士 咜大和銀行 咜第一勧業銀行

特定社債管理会社 咜富士銀行 咜さくら銀行 信託銀行咜 咜第一勧業銀行 住友信託銀行咜 住友信託銀行咜

（予定）

計画期間 ７年間 １０年間 ７年間 ７年間 ７年間 ５年６ケ月

特定資産管理委託者 東京建物咜 三井信託銀行咜 ＮＴＴリース咜 咜オリエントコーポレーション 第一勧業富士信託 住友信託銀行咜

銀行咜

登録年月日 平成１０年１１月２６日 平成１１年１月２８日 平成１１年１月２８日 平成１１年１月２８日 平成１１年２月８日 平成１１年３月１０日

（申請日） （１０．１０．２６） （１０．１２．２１） （１０．１２．２８） （１１．１．８） （１１．１．２１） （１１．１．１８）

※ 記載内容は各社の登録日時点での内容であり、その後の変更があり得る。



特定目的会社登録状況

平成１１年６月３０日現在 盤２

オリコショップ・ ケイシープライム・アセットファン サンフラワー・フ パシフィック・センチュリー・レデ エスシーエル・エ オラクルアルファ

会 社 名 シリーズ・ツー ディング ァンディング ィデンシャル・ワン ンタープライズ 特定目的会社

特定目的会社 特定目的会社 特定目的会社 特定目的会社 特定目的会社

特定資産の種類 指名金銭債権 信託受益権 信託受益権 信託受益権 指名金銭債権 信託受益権

（指名金銭債権） （指名金銭債権） （不動産） （指名金銭債権）

シティー・ライト・ディベロップメ

特定資産譲渡人 咜オリエントコーポレーション 国内信販咜 昭和リース咜 ント・グループ・リミテッド 住商リース咜 咜オリエントコーポレーション

（オリジネーター） 他１０

特定資産の内容 割賦債権 オートローン債権 リース料債権 賃貸マンション等 リース料債権 オートローン債権

優先出資証券

発行証券 特定社債券 特定社債券 特定社債券 及び 特定社債券 特定社債券

特定社債券

証券発行総額 ６００億円 １，０００億円 １，５００億円 １６０億円 ５００億円 ５００億円

（上限）

咜第一勧業銀行

特定社債管理会社 咜大和銀行 咜日本興業銀行 咜日本興業銀行 安田信託銀行咜 咜住友銀行 咜第一勧業銀行

（予定） （予定） （予定） （予定） （予定）

計画期間 ６年間 １０年間 ２０年間 １５年間 ８年間 ７年間

特定資産管理委託者 咜オリエントコーポレーション 興銀信託銀行咜 あさひ信託銀行咜 安田信託銀行咜 住商リース咜 第一勧業富士信託

銀行咜

登録年月日 平成１１年５月１７日 平成１１年６月３日 平成１１年６月３日 平成１１年６月１８日 平成１１年６月３０日 平成１１年６月３０日

（申請日） （１１． ４．１６） （１１． ４．２３） （１１．５．１７） （１１．５．２６） （１１．５．１９） （１１．６．１）

※ 記載内容は各社の登録日時点での内容であり、その後の変更があり得る。



特定目的会社登録状況

平成１１年６月３０日現在 盤３

共同住宅証券化

会 社 名 特定目的会社

特定資産の種類 信託受益権

（不動産）

特定資産譲渡人 スターツ咜

（オリジネーター）

特定資産の内容 賃貸住宅

優先出資証券

発行証券 及び

特定社債券

証券発行総額 ２億７千万円

（上限）

特定社債管理会社 咜大和銀行

（予定）

計画期間 ７年間

特定資産管理委託者 咜大和銀行

登録年月日 平成１１年６月３０日

（申請日） （１１．６．１５）

※ 記載内容は各社の登録日時点での内容であり、その後の変更があり得る。





資料４－３－２

特定金融会社等の登録状況

（登録順）

平成１１年６月３０日現在

アイフル株式会社 （近畿財務局登録）

オリックス株式会社 （関東財務局登録）

プロミス株式会社 （関東財務局登録）

株式会社武富士 （関東財務局登録）

アコム株式会社 （関東財務局登録）

シンキ株式会社 （関東財務局登録）

株式会社イッコー （近畿財務局登録）

アイク株式会社 （関東財務局登録）

株式会社ニッシン （四国財務局登録）

株式会社クレディア （東海財務局登録）

三洋信販株式会社 （福岡財務支局登録）

株式会社レイク （近畿財務局登録）

株式会社日栄 （近畿財務局登録）

ゼﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ｷｬピﾀﾙ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社（関東財務局登録）

三和ファイナンス株式会社 （関東財務局登録）

株式会社エヌシーカード仙台 （東北財務局登録）









資料４－４－１

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（案）」ー抄ー

第五章 疑わしい取引の届出

（金融機関等による疑わしい取引の届出等）

第五十四条 銀行その他の政令で定める金融機関及びその他政令で定める者（以下こ

の条において「金融機関等」という。）は、政令で定める業務において収受した財

産が犯罪収益等若しくは薬物犯罪収益等である疑いがあり、又は当該業務に係る取

引の相手方が当該業務に関し第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行

為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定める

ところにより、政令で定める事項を主務大臣（主務大臣が再生委員会である場合に

あっては金融監督庁長官とし、政令で定める金融機関等にあっては都道府県知事と

する。）に届け出なければならない。

２ 金融機関等（その他の役員及び使用人を含む。）は、前項の規定による届出を行

おうとすること又は行ったことを当該届出に係る取引の相手方又はその者の関係者

に漏らしてはならない。

３ 都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに、当該届出に係る事項

を主務大臣（主務大臣が金融再生委員会である場合にあっては、金融監督庁長官）

に通知するものとする。

４ 主務大臣は、第一項の届出又は前項の通知を受けたときは、主務大臣が金融再生

委員会である場合を除き、速やかに、当該届出又は通知に係る事項を金融監督庁長

官に通知するものとする。

（郵政大臣による疑わしい取引の通知）

第五十五条 郵政大臣は、郵便貯金の業務その他の政令で定める業務において収受し

た財産が犯罪収益等若しくは薬物犯罪収益等である疑いがあり、又は当該業務に係

る取引の相手方が当該業務に関し第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当た

る行為を行っている疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定

める事項を金融監督庁長官に通知するものとする。

（捜査機関等への情報提供等）

第五十六条 金融監督庁長官は、前二条の規定により金融監督庁長官に届け出られ又

は通知された事項、この章に規定する金融監督庁長官の職務に相当する職務を行う



外国の機関から提供された情報及びこれらを整理し又は分析した結果（以下「疑わ

しい取引に関する情報」という。）が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又

は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員（以下この条において検察官等」

という。）による別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、第九

条第一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪、麻薬特例法第二条第二項

各号に掲げる罪又は麻薬特例法第六条若しくは第七条の罪に係る刑事事件の捜査又

は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。

２ 検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため

必要があると認めるときは、金融監督庁長官に対し、疑わしい取引に関する情報の

記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。

（外国の機関への情報提供）

第五十七条 金融監督庁長官は、前条第一項に規定する外国の機関に対し、その職務

（この章に規定する金融監督庁長官の職務に相当するものに限る。次項において同

じ。）の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。

２ 前項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供については、当該疑わしい取

引に関する情報が前条第一項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、

かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査（その対象たる犯罪

事実が特定された後のものに限る。）又は審判（以下この条において「捜査等」と

いう。）に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

３ 金融監督庁長官は、外国からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当

する場合を除き、第一項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要

請に係る刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。

一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であると

き、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認めら

れるとき。

二 国際約束（第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際

約束をいう。第五項において同じ。）に別段の定めがある場合を除き、当該要請

に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において

行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの

でないとき。



三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

４ 金融監督庁長官は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号

及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しない

ことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

５ 第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供が、疑わしい取引に関する

情報を使用することができる外国の刑事事件の捜査等（政治犯罪についての捜査等

以外の捜査等に限る。）の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その

範囲内における当該疑わしい取引に関する情報の使用については、第三項の同意が

あるものとみなす。

（関係行政機関の協力）

第五十八条 関係行政機関は、この章の規定の実施について、相互に協力するものと

する。

附 則

（金融再生委員会設置法の一部改正）

第十条 金融再生委員会設置法（平成十年法律第百三十号）の一部を次のように改正

する。

第四条第三十二号の次に次の一号を加える。

三十二の二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一

法律第 号）第五章の規定に基づいて、金融機関等からの届出に係る事項

等の整理及び分析並びに疑わしい取引に関する情報の提供を行うこと。



資料４ー４ー２

マネー・ローンダリング対策に係る金融機関等への説明会

第１ 説明の概要

１ FIU 準備室の役割について

(1) 設置の趣旨

(2) 業務

(3) 陣容

２ 国際会議の状況について

(1) FATF

(2) エグモントグループ

(3) APG （アジア太平洋グループ）

(4) その他

３ 「疑わしい取引」の届出に係る問題点等について

(1) 麻薬特例法における疑わしい取引の届出制度

(2) 組織的犯罪処罰法

第２ 開催状況

１ 期間

平成10年10月９日～同11年１月22日まで35回

２ 対象

全銀協マネロン問題検討部会及び各財務局等並びに銀行・保険会社・証券会社

資料４－４－３

疑わしい取引の届出件数の推移

年 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 合計

件数 12 17 ６ ４ ５ ９ 13 53 119

（注１）件数は、銀行及び証券会社の届出件数の合計である。

（注２）平成11年は、６月19日現在。
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